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市民の皆様へ	
 
	 昭和 41年（1966年）11月 1日に市政施行されてから 54年、加治丘陵や茶畑など
緑が豊かな景観がありながらも、都心からのアクセスが良く都市化も進んだ“住みや

すい”まち・入間。人口が増え、産業も発展し、住宅地や学校、公共施設や商業施設

が次々と建設され、発展し続けていく未来が当たり前と思っていた時代が終わりを迎

え、今まさに少子高齢社会や人口減少社会に直面しています。 
 
	 入間市の人口は平成 23 年（2011 年）にピークを迎え、40 年後には６万人も減少
し、高齢化率も４割にまで達すると見込まれています。加えて、今まさに新型コロナ

ウイルスの影響により、社会経済に対する大きな不安が広がっています。このような

中で、今ある社会をどう維持していくのか、入間市にどのような未来を見ることがで

きるのか。今こそ、市民が一つになって危機意識を共有し、叡智を結集してこの大き

な課題に正面から向き合っていかなければならないと感じています。 
 
そこで、今ここに住む市民だけのための入間市ではなく、入間市で育った人や、入

間市を訪れてくる人、働く場所として過ごす人、入間市に関わる人すべてにとって魅

力あるまちとするべく、「来てよし、住んでよし、働いてよし」のまち・入間を目指

し、「入間市 RISE UP宣言」をまとめました。ここに盛り込んだ６分野 30本の政策
宣言と、９本の条例宣言、３つの行動宣言をもとに、市民や現場の皆さまの衆知を広

く集めることで、適宜修正やバージョンアップを図りながらこの難局を乗り越えてい

くことができると確信しております。 
 
歴史や伝統文化を大切にしながら、前例のないことにも果敢に挑戦していく、「安

定と挑戦」の市政運営をモットーに、三方良しのまちづくりによって、これまでの繁

栄の基盤をベースにさらに飛躍させていくとともに、30 年後の未来が見える持続可
能な入間市を創り上げていくことをお約束します。是非、子どもたちの未来のために、

ともに素晴らしい入間市を創り上げ、引き継いでいきましょう。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 令和２年（2020年）10月 

              杉島 理一郎 
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 第１部	 めざす入間の将来都市像 
 
「来てよし、住んでよし、働いてよしのまち・入間」	

 
	 都心からのアクセスが良く、自然にも恵まれた住みやすさが実感できるまち・入間。

さらに、企業や市外の人にとっても魅力的なまちへと進化し、子や孫の世代にも明る

い未来が想像できる活力ある豊かなまちをめざします。そして、市民一人ひとりに光

が差し、全ての人が生きがいと誇りをもって暮らすことのできる「来てよし、住んで

よし、働いてよし」の“三方よし”のまち・入間を実現します。 
 

 第２部	 基本理念 
 
１	 チャレンジ！失敗を恐れず挑戦する市政へ										

少子高齢化、デジタル社会への対応、新型コロナウイルス感染症拡大の防止な

ど、誰もが経験したことのない新しい課題が次々と現れる今、「前例踏襲」に答え

はありません。市長、職員が一丸となって柔軟な発想や創造性を持ち、失敗を恐れ

ず積極的に挑戦することで、新たな価値を創造していきます。入間市は、チャレン

ジする都市を目指します。 
 
２	 市民の命を守り抜く！誰一人取り残さない地域社会へ	

社会的孤立をなくし、誰もが生きがいや役割を感じられる社会をつくるために

は、一人ひとりの生活に応じた柔軟なセーフティネットを用意することが必要です。

地震、風水害、新型コロナウイルスをはじめとする感染症等から市民の命と平穏な

暮らしを守り、誰一人取り残すことなく、必要な人に必要な支援を届ける入間市を

目指します。 
 
３	 価値を生み出す行政改革！効率的で筋肉質な市役所へ	

社会環境の著しい変化にも即応した市民サービスを提供するためには、市政の

不断なき改革を実行し、真に必要な施策・事業を実施しなければなりません。入間

市は、税金の無駄遣いを徹底的に排除する「スリム化改革」だけでなく、行政サー

ビスの改善など市民一人ひとりの生活の質を向上させる「価値を生み出す行政改革」

を実施し、効率的で筋肉質な市役所を目指します。 
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	第３部	 政策宣言 
 

第１章	 デジタル未来都市 
 

１【デジタル】デジタル未来都市推進部門の設置＆特命人材の公募	

	 最先端のデジタル技術を活用し、市民の利便性向上と行政の効率化を飛躍的に進

め、あらゆる地域課題の解決を図るため、市役所にデジタル未来都市推進部門を設

置します。また、その部門の司令塔には、高度な専門性を持つ外部人材を全国から

公募し登用することで、デジタル未来都市・入間を早急に実現します。	

	

【現状】	

	 入間市の情報化は、技術力を有する職員を内部で育成しながら行政情報化を中心に

進めてきました。これからは最先端のデジタル技術をあらゆる自治体業務に適用させ

る必要があることから、デジタル技術に精通した人材を外部から登用し、職員と一体

になって行政のデジタル化を推進していく必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	デジタル未来都市推進部門の設置	

入間市政のデジタル化を実現させるため、市役所にデジタル未来都市推進部門を

設置し、総合的な計画を作成することで、着実に推進していきます。 
 

②		高度な専門性を持つ外部人材を登用 
デジタル未来都市推進部門の司令塔として、高度な専門性を持つ外部人材を全国

から公募し登用します。また、最先端のデジタル化施策を実施できる職員の育成を

進めます。 
 
【スケジュール】	

	 令和２年（2020年）年度に着手	
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２【デジタル】「来なくても済む市役所」の実現	

	 市役所のあらゆる業務のデジタル化・オンライン化を図り、市民が市役所に来な

くても必要な市民サービスを利用できる「来なくても済む市役所」を実現するため、

マイナンバーカードの普及率８割を目指します。また、ペーパーレス、ハンコレス、

キャッシュレスの「３レス市役所プロジェクト」を進めます。	

 
【現状】	

	 令和２年（2020 年）8 月 30 日時点で、入間市のマイナンバーカードの普及率は
17.3％であり、全国的に見ても高いとは言えません。また、紙文化は依然として残っ
ており、行政サービスの無駄や遅れを招く一因となっています。国も地方自治体のデ

ジタル化を強く促していることから、入間市も早急に対応していく必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	マイナンバー普及率８割の達成	

オンラインでの申請や届出の手続きが可能となるマイナンバーカードの普及率

８割を達成することで、市民が市役所に来なくても必要な市民サービスを利用でき

る「来なくて済む市役所」を実現します。なお、全ての市民が行政デジタル化の恩

恵を受けることができるように、特に高齢者や障がい者などのデジタル弱者へは十

分な配慮を行います。 
 

②		３レス市役所プロジェクトの推進	

市役所業務のペーパーレス、ハンコレス、キャッシュレス化を進めることで、行

政運営の効率化と、市民の利便性向上を飛躍的に進めます。 
 
【スケジュール】	

	 令和２年（2020年）年度に着手	
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３【デジタル】未来産業の集積用地の創出・企業誘致	

	 入間市の地域経済を支える新産業を創出するため、国の規制改革や特区を活用し

た新たな「企業誘致戦略」を策定します。この戦略をもとに、好立地の圏央道イン

ター周辺に新産業の企業を誘致し、スタートアップ支援等を実施することで、未来

産業が集積する用地を戦略的に創出します。	

 
【現状】	

	 埼玉県は鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画を策定し、既に進出企業の募集に

着手しています。この計画促進区域内に入間市も参加しており、先進技術が集積され

る地域メリットを生かしていく必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	企業誘致戦略の策定	
全国各地へアクセスできる好立地である圏央道インター周辺に、新産業が集積す

る産業用地を創出するため、市総合計画、マスタープラン等を見直し、「企業誘致戦

略」を策定します。 
 

② 	新産業の支援・創出	
国の規制改革や特区の活用により、新産業のスタートアップを積極的に支援し、

入間市の地域経済を支えるような未来産業集積用地を戦略的に創出します。 
 

【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手
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４【デジタル】AI・IoT を活用した地域課題の解決	

	 AI・IoT を活用して、福祉・介護、買い物、交通、子育て、教育、防災、防犯、

自治会等、市民に身近な困りごとや地域課題を解決するため、産官学で連携し「入

間市 IoT 共創コンソーシアム」を創設します。また、実証実験の場を広く提供し、

IoT 関連ビジネスを創出するためのトータルサポートを行います。	

 
【現状】	

	 入間市は令和 22 年（2040 年）には高齢化率が 37％となる予測です。この間、就
労人口、年少人口も減少するため、これに伴う社会問題は各分野に発生します。地域・

家庭・個人レベルで起きる様々な課題や問題を効率よく解決するためには、AI・IoT
の技術が不可欠です。 
 
【具体的方策】	

① 	産官学連携「入間市 IoT 共創コンソーシアム」の創設	

産官学連携で AI・IoTによる新規ビジネス機会の創出と地域課題の解決を図るた
めの組織として「入間市 IoT共創コンソーシアム」を立ち上げます。 
	

② 	実証実験フィールドの提供	
AI・IoTによって市民に身近な困りごとや地域課題を解決するアイデアを持った

企業や NPO等に対して、実証実験の場を広く提供するとともに、IoT関連ビジネス
を創出するためのトータルサポートを行います。 

 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手 
 
※コンソーシアム：２つ以上の個人、企業、団体、政府（あるいはこれらの任意の組

合せ）から成る共同事業体。 
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第２章	 命を守る危機管理	
 

５【コロナ】感染症対策本部（入間版 CDC）の設置	

	 新型コロナウイルス感染症等の拡大を抑止し、医療提供体制を崩壊させない

ため、米疾病対策センター（CDC）をモデルに、入間市の感染症対策を一体的に担

う常設の司令塔「感染症対策本部（入間版 CDC）」を設置します。本部で得た情報を

市民や企業に迅速かつ正確に提供し、感染症に対する不安感を払拭します。	

 
【現状】	

	 入間市の感染症対策は、健康推進部・危機管理課・企画部が連携して対応していま

すが、平時から全庁一体的に実施していくことが必要です。また、緊急時には必要な

情報を一元的に集約し、正確な判断を行い、迅速に対応することが求められています。 
 
【具体的方策】	

① 	感染症対策本部（入間版 CDC）の設置	
感染症対策を一体的に担う常設の司令塔「感染症対策本部（入間版 CDC）」を設

置します。平時には政策立案、調査・分析、ガイドライン作成を行い、感染拡大の

局面では感染症対策の専門家の助言をもとに、医療体制の確保や入院調整等、必要

な対応にあたります。 
 

② 	広報・啓発・情報発信の強化	
感染拡大を抑止し、医療提供体制を崩壊させないため、対策本部で得た情報を市

民や企業に迅速かつ正確に提供し、感染症に対する不安感を払拭します。  
 
【スケジュール】	

	 令和２年（2020年）年度に着手	
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６	【危機管理】危機管理対策本部（入間版 FEMA）の設置	

		災害を想定した危機管理体制を強化するため、米危機管理機関（FEMA）をモデル

に、入間市の危機管理を一体的に担う常設の司令塔「危機管理対策本部（入間版

FEMA）」を設置します。また、各災害を想定し、ブラインド演習の実施、備蓄、協

力団体等との連携、啓発活動等の強化に努め災害発生時の体制を万全にします。	

 
【現状】	

	 近年では台風等による風水害被害が発生していますが、その他、地震、竜巻、噴火、

大規模火災、武力攻撃、原子力災害等々さまざまな災害が想定されます。こうした緊

急事態に対して備えを万全にするためには、危機管理部門を一元管理する必要があり

ます。また、従来の地区防災計画は、地震対策をベースにして風水害対策に応用して

いるため、様々な危機管理に対応できるよう見直しする必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	危機管理対策本部（入間版 FEMA）の設置	
災害や被害の状況に応じて必要な組織が連携できる体制を作り上げるため、危機

管理対策本部（入間版 FEMA）を設置し、自衛隊や警察等の経験豊富な組織体との
連携や、専門人材の登用を図ることで、危機管理対応能力を向上させます。また、

様々な危機管理に対応できるよう従来の地域防災計画を見直します。 
 

② 	実践を想定した実効性の強化	
各災害を想定して、ブラインド演習の実施、備蓄、協力団体等との連携強化、啓

発活動の強化にも努め、災害が発生した際の体制を万全にします。 
 
【スケジュール】	

令和２年（2020年）年度に着手	
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７【弱者支援】困ったときのワンストップ相談体制の確立	

高齢者、障がい者、生活困窮者、家庭内での問題を抱えた社会的弱者や、事件・

事故の被害者やその家族を守るための総合的支援を確立するため、「犯罪被害者支

援条例」を制定します。また、市役所の「たらい回し」を防ぎ、市民の複合的な悩

みに対応するため「困ったときのワンストップ相談体制」を確立します。 
 
【現状】	

	 社会的弱者が抱える複合的な問題に対して対応する市役所の組織は複数に分かれ

ているため、「たらい回し」や、市役所内で相談内容の共有化が図られていないなど、

様々な問題が発生しています。こうした問題を解決するためワンストップで相談でき

る体制を構築する必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	犯罪被害者支援条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	

事件や事故の被害者やその家族は、大きな悲しみの中で裁判や行政手続、マスコ

ミ対応などに追われ、仕事や生活にも影響を及ぼすなど、二次被害を防ぐための支

援が求められています。そこで、被害者を守るための総合的支援を確立するため、

「犯罪被害者支援条例」を制定します。 
 

② 	オンライン相談カルテの作成	

社会的弱者が抱える複合的な問題に対し、市役所の「たらい回し」を防ぐため、

「困ったときのワンストップ相談体制」を確立します。また、相談内容や経過を相

談カルテとしてデータで管理し、個人情報に配慮しながら必要な部署で共有するこ

とで、市民の複合的な悩みに対応できる適切な相談体制を整えます。 
 

 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手 
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第３章	 価値を生み出す行政改革	
 

８【公共施設】公共施設マネジメント事業計画の着実な推進	

	 公共施設のコスト削減と市民満足度向上のため、民間資金とノウハウを活用して

「入間市公共施設マネジメント事業計画」を着実に進めます。また、市役所整備計

画は、デジタル技術を活用することで将来的には市役所本庁舎機能を各地区センタ

ーに移譲し、本庁舎フロアの有効活用と市民の利便性の向上の両立を目指します。	

 
【現状】	

	 平成 31 年（2019 年）３月に策定された「入間市公共施設マネジメント事業計画」
では、小学校を 16施設から９施設へ、中学校を 11施設から９施設へ、公民館を 14
施設から９施設へ、保育所を 11 施設から６施設へ整理統合する計画が示されていま
す。現在、第１期（10 年間）計画の実施のため、２つの地区で学校統廃合検討委員
会が組織されています。 
 
【具体的方策】	

① 	入間市公共施設マネジメント事業計画の推進	

民間資金とノウハウを活かして公共施設の整理統合を着実に進めることでコス

ト削減と市民満足度向上を目指します。また、市役所整備計画については、デジタ

ル技術を活用し、将来的には市役所本庁舎機能を各地区センターに移譲することで

地区センターの機能強化を図り、空いた本庁舎フロアの有効活用と、市民の利便性

向上の両立を目指します。 
 

② 	コロナ渦の影響を考慮した財政計画の見直し	
平成 31年（2019年）に策定した財政計画は、コロナ禍前の策定であることから

財政計画上への影響が危惧されるため、改めて財政計画を再算定し、必要に応じて

計画の見直しを行います。 
 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手	
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９【開発事業】民間活力による開発事業の進展	

	 長期化した開発事業を民間のアイデアと資金を活用することで早期に進展させ、

入間市の中心市街地を活性化させます。また、入間市駅北口の区画整理事業等、早

期化が困難な事業については、抜本的な見直しも検討し、包括委託など民間を活用

した開発事業を積極的に推進します。 
 
【現状】	

	 区画整理事業や加治丘陵保全事業に代表される開発事業は財政の悪化等を理由に

長期化し、長期化することでさらに事業費が増加する悪循環となっています。また、

入間市駅南口留保地の開発事業の進展については多額の事業費が予想されます。 
 
【具体的方策】	

① 	開発事業のロードマップの作成	
長期化した開発事業を進展させるため、民間資金調達によるロードマップを作成

し、早期に進展させます。また、入間市駅北口の区画整理事業等、早期化が困難と

思われる事業については、抜本的な見直しも検討し、包括委託など民間を活用した

開発事業を積極的に推進します。 
 

② 	入間市駅南口留保地の開発事業の進展	
入間市の中心市街地の活性化のため、民間のアイデアと資金を活用し、入間市駅

南口留保地の開発事業を早期に進展させます。 
 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手	 	
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１０【行政改革】メリハリの効いた事務事業の見直し	

	 社会的な背景の変化や新しい市民ニーズに的確に対応するため、価値を生み出す

行政改革を推進します。具体的には、市の事業を総点検し、メリハリの効いた事務

事業の見直しを進めるとともに、市民の公平性を確保するため、受益者負担の原則

に立ち返り、公共サービスの使用料・手数料、補助金等の見直しも行います。	

 
【現状】	

	 行政が実施している事業は、事業の開始から時間が経ち、社会的背景が変わってき

ているにもかかわらず見直しがされていない事業があります。全ての事業をゼロベー

スで再点検し時代にそぐわないものや非効率的な事業がないかどうか精査する必要

があります。	

 
【具体的方策】	

① 	メリハリの効いた事務事業の見直し	

社会的な背景の変化や新しい市民ニーズに的確に対応するため、市の事業を総点

検し、必要な事業については拡大、不必要となった事業については削減、廃止する

など、メリハリの効いた事務事業の見直しを進めます。 
	

② 	受益者負担の原則による公平性の確保	
市民に対する公平性を確保するため、受益者負担の原則に立ち返り、公共サービ

ス利用者が支払う使用料・手数料の見直しを行います。また、各種団体への運営補

助金についても見直しを行い、真に必要な団体に重点的に支援します。 
 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手	
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第４章	 活力ある地域づくり	
 

１１【観光】入間ゲートウェイ構想による観光戦略	

	 入間市の地域資源と都心から近い立地環境を生かして、入間市の新たな魅力をつ

くるため、「入間ゲートウェイ構想」による観光戦略を推進します。具体的には、

入間インター周辺の渋滞対策と観光 PR を実施し、入間市５駅の魅力アップによる

新たな賑わいを創出するとともにメディアを活用して発信力の強化を図ります。	

 
【現状】	

	 加治丘陵や入間川などの自然環境や既存の文化的、伝統的な地域資源はあるものの

観光資源として十分に活用できていません。地域資源を積極的に活用して新たな魅力

づくりに着手する必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	入間インター周辺の渋滞対策と観光 PR	
AI・IoTを活用した渋滞対策により、入間インター周辺の渋滞緩和を図り、観光

PRを推進します。 
 

② 	入間市５駅の魅力アップによる新たな賑わいの創出	

加治丘陵と入間川に挟まれた仏子駅周辺を入間市の自然への入口と位置づけ、観

光ルートを整備します。また、飯能市との境に位置する元加治駅に南口を開設し、

阿須・あけぼの公園へのアクセスの利便性向上を図るほか、広大な茶畑に程近い金

子駅を狭山茶の主産地への入り口と位置づけ、観光ルートを整備します。さらに、

観光協会と連携し、メディアを活用した発信力の強化を図ります。 
 
【スケジュール】	  
令和３年（2021年）年度までに着手 

 
※	入間ゲートウェイ構想：入間市外から車や電車、インターネット等で入る入間市

の玄関口を魅力化し、観光振興を推進する構想。 
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１２【商業】中心市街地の活性化・魅力的なスポットづくり	

	 中心市街地の活性化と入間市の魅力的なスポットづくりを推進するため、空き店

舗に対してソフト面を含めた包括的な支援を行います。また、「まちなか」の公共

空間等を活用したマルシェ、フェス、ワークショップ、交流イベント、トークイベ

ントなど、新たな取組を支援します。	

 
【現状】	

	 入間市内の商店街は、消費需要の低迷や、安価な海外製品の流入に伴う販売の伸び

悩み、後継者問題などを背景に空き店舗が増えています。また、入間市は、都心から

近い恵まれた立地環境と交通網により市外から観光客が訪れますが、通過型観光にな

っており地域に金が落ちていないのが現状です。今後は、魅力的なスポットを増やし、

回遊型観光や宿泊を伴う滞在型観光を目指していく必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	空き店舗対策の実施	
空き店舗をギャラリーや高齢者支援施設、子育て支援施設、イベントや観光案内

施設などに活用することで街の回遊性を高め、商店街の集客力をアップするために、

ソフト面を含めた包括的な支援を行います。 
 

② 	魅力的なスポットづくりのためのイベント支援	

「まちなか」の公共空間等を活用したマルシェ、フェス、ワークショップ、交流

イベント、トークイベントなどの取組を支援し、新たに魅力的なスポットをつくり

ます。 
 
【スケジュール】	

令和３年（2021年）年度までに着手 
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１３【工業】入間版シリコンバレー構想による工業振興	

	 日本の強みである繊細な技術を有する企業が多く立地する入間市のモノづくり

産業を世界へ発信するため、「入間マイクロヒル構想」を推進します。また、モノ

づくりの現場で繊細な技術に触れることができる「オープンファクトリー」を推進

し、モノづくりの拠点としての入間市を目指します。	

 
【現状】	

	 武蔵工業団地（昭和 41 年（1966 年）造成）や狭山台工業団地（平成５年（1993
年）造成）を中心に、高い技術を有する企業が集積し、県内有数の工業都市となって

いる。世界に進出している企業も多く、近年では大妻女子大学跡地に建設された株式

会社中村屋の工場にある「中華まんミュージアム」が話題となるなど、工業界の動向

に注目が集まっている。 
 
【具体的方策】	

① 	入間マイクロヒル構想の推進	
デジタル技術と人間の感性を高次元で融合させた「超デジアナ技術」を日本発の

次世代モノづくり技術として発信するとともに、それが最も活きる超微細加工技術

を入間発で発信し、世界から技術者が集まるようなマイクロヒル入間を目指します。 
 

② 	オープンファクトリーの推進	

普段は見ることのできないモノづくりの現場を、訪れて、見て、体験して、日本

の中小企業や町工場の繊細な技術に触れることのできるオープンファクトリーを推

進することで、モノづくり産業の価値を高めるとともに、人材育成や観光、教育な

どへの相乗効果を高めます。 
 
【スケジュール】	

	 令和２年（2020年）年度までに着手 
 
※マイクロヒル構想：入間市からモノづくりを世界に発信することを目的として活動

を展開する「チーム入間」が提唱している超微細加工技術都市構想。 
※オープンファクトリー：彩の国工業団地連携協議会が積極的に展開しているモノづ

くりの現場を公開し、来場者に体験してもらう取り組み。 
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１４【金融】企業版ふるさと納税・ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの推進 

	 多くの志のある企業や市民に応援していただけるような魅力あるプロジェクト

を企画立案し「企業版ふるさと納税」やクラウドファンディングにより寄付を集め

ます。また、入間市にゆかりのある著名人を観光大使に任命する等、入間市の魅力

を積極的に発信していきます。	

 
【現状】	

	 企業版ふるさと納税は、平成 28年（2016年）度に内閣府主導により制定された地
方創生施策であり、志ある企業が地方を応援するためのきっかけづくりの進めるため

の制度です。税制改正により、自治体の利用ハードルは大幅に改善され、企業の活用

インセンティブも大きく向上したことから、入間市でも積極的に活用していく必要が

あります。 
 
【具体的方策】	

③ 	魅力ある地方創生プロジェクトの企画立案	
「寄付を通じて入間市を応援したい！」と多くの市民、企業に感じていただける

プロジェクトを企画立案し、国の地方版総合戦略に関連する地域再生計画として申

請・認定を受けることで「企業版ふるさと納税」やクラウドファンディングを活用

し、寄付を集めます。 
 

④ 	観光大使の任命	
入間市にゆかりのある著名人を観光大使に任命し、シティプロモーションを強

化・充実します。また、ホームページ、ふるさと納税サイトの充実に加え、斬新な

パンフレット、ポスターをデザインし入間市の魅力を積極的に発信していきます。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手  
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１５【商工業】地域ブランドの振興とシティセールス	

	 入間市の地域資源を活かした魅力ある特産品を「入間ブランド特産品」として認

定し、広く他の地域に発信して産業の活性化とシティセールスを図るため、「地域

ブランド振興条例」を制定します。また、入間フィルムコミッション事業を実施し、

入間市の魅力を積極的に PR していきます。	

 
【現状】	

	 地域が直面する厳しい経済社会環境や地域間競争において、地域の差別化を図りつ

つ自立的な活性化を進める観点から、「地域ブランド」構築の重要性について、各自

治体の動きが加速しています。入間市においても、地域資源の価値を発掘・再発見し、

それを具現化・ブランド化していく必要があります。 
 
【具体的方策】	

① 	地域ブランド振興条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	

入間市の地域資源を活かした魅力ある特産品を「入間ブランド特産品」として認

定し、広く他の地域に発信して産業の活性化とシティセールスを図るため、「地域ブ

ランド振興条例」を制定します。 
 

② 	入間フィルムコミッション事業の実施	
入間市のシティセールス、映像文化の振興、ひいては地域の活性化を図るため、

豊富な自然や歴史・文化などの優れたロケーションを活かして、映画やドラマなど

のロケ地に関する情報提供をはじめ、許認可団体との連絡調整、ロケ隊の受け入れ

などの支援を行う入間フィルムコミッション事業を推進します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
  



 22	

１６【農業】狭山茶の産業振興・アンテナショップの開設	

	 入間市の茶産業の振興を図るため、「狭山茶主産地のまちづくり条例」を制定し、

貴重な地域資源である狭山茶のブランド化や六次産業化に取り組みます。また、狭

山茶のアンテナショップを都内に開設するとともに海外輸出を支援し販路を積極

的に拡大します。	

 
【現状】	

	 入間市のイメージに欠かせない「狭山茶」は、現在、生産量、消費量ともに減少が

進んでいます。また、日本一の味と言われながら、それをうまく全国にアピールする

ことができていません。 
 
【具体的方策】	

① 	狭山茶主産地のまちづくり条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	
入間市の茶産業の振興を図るため、「狭山茶主産地のまちづくり条例」を制定し、

貴重な地域資源である狭山茶のブランド化や六次産業化に取り組みます。また、狭

山茶を PRすることで入間市のシティセールスを推進します。 
 

② 	狭山茶のアンテナショップ開設による販路拡大	
狭山茶のアンテナショップを都内に開設するとともに海外輸出を支援し、販路を

積極的に拡大します。 
 

【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
  



 23	

第５章	 安全・安心な暮らし	
 

１７【医療】歯科口腔ケアによる健康づくりの推進	

	 口腔環境を衛生的に保つ予防医療を推進することで虫歯や歯周病等の口腔感染

症を予防・改善するため、全身の健康づくりに寄与する体制を構築します。具体的

には、小中学校の全校生徒へのフッ素洗口を導入するとともに、高齢者への口腔ケ

アも充実させ、更歯と口腔の健康づくりをさらに推進します。	

 
【現状】	

「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき、入間市においても平成 26年（2014
年）４月に「入間市歯と口腔の健康づくり推進条例」を施行し、「入間市歯と口腔の

健康づくり基本計画」を定めて口腔ケアを推進しています。しかしながら、家庭環境

や生活環境によって個人差が大きく、特に子供の口腔状態に顕著に表れており、早急

な対策が求められています。 
 
【具体的方策】	

①		小中学校全校生徒へのフッ素洗口の導入	

歯科医師会等の協力を得て、全校生徒を対象に週１回のフッ素洗口を実施します。

その際、保護者への理解や協力を得るべく、学校と一体となってプログラムを構築

し、虫歯にならない口腔ケアを推進します。 
 
②		歯と口腔の健康づくり基本計画の充実	

現行の基本計画を検証した上で次期計画の充実を図ります。０歳児から 100歳に
至るまでの全年齢型の口腔ケア体制を構築し、80 歳で 20 本の歯を有する人の割合
の目標値を 50％に引き上げ、歯科口腔保健体制を拡充します。 

 
【スケジュール】	

	 令和５年（2023年）年度までに着手 
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１８【介護】介護者の社会的孤立を防ぐケアラー支援	

	 全てのケアラー（家族など無償の介護者）が安心かつ健康に生活していく権利を

保障するため、「ケアラー支援条例」を制定し、互いに支え合い、孤立しない地域

社会をつくります。また、担当職員と専門家によるケアラー支援専門チームを設置

し、特に「ヤングケアラー」に対して積極的に支援します。 
 
【現状】	

	 介護を必要とする人がいるように、介護をする人が世の中にたくさんいます。しか

し、ケアラー（家族など無償の介護者）の問題は社会保障制度の谷間にあり、具体的

な支援システムや政策が乏しい状況にあります。 
 
【具体的方策】	

①	 ケアラー支援条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	

全てのケアラーが安心かつ健康に生活していく権利を保障するため、「ケアラー

支援条例」を制定し、互いに支えあい、孤立しない地域社会の仕組みを作ります。 
 
②		ケアラー支援専門チームの創設	

介護にまつわる日々の困りごとや不安などを気兼ねなく相談できる体制を整備

するため、担当職員と専門家によるケアラー支援専門チームを設置します。特に、

通学や仕事をしながら家族を介護する「ヤングケアラー」に対しては、教育委員会

や介護担当課と積極的に連携し支援します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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１９【女性活躍】女性が働きやすい環境の整備	

	 働く女性が活躍することのできる環境づくりを産官学一体となって推進するた

め、「入間市女性活躍推進企業認証制度」を創設します。また、ハローワークと連

携し、育児や介護などを理由に働きたくても働けない女性の社会進出を後押しし、

女性が希望に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を目指します。	

 
【現状】	

	 平成 27 年（2015 年）実施の「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」では、
男女の地位の平等感の問いについて、「平等」とする割合が半数を超える「学校教育

の場」以外では、男性優遇であるとの不平等感が残っています。平成 22年（2010年）
度調査と比較すると、「政治の場」、「社会通念や習慣など」、「法律や制度上」で「平

等」とした割合が減少し、「男性がとても優遇」、「どちらかといえば男性が優遇」と

する割合が増加しています。 
 
【具体的方策】	

①		働く女性に対する支援	

働く女性が活躍することのできる環境づくりを産官学一体となって推進するた

め、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業・大学・法人等を認証する「入間市女

性活躍推進企業認証制度」を創設します。認証された企業等の取組は、市ホームペ

ージで PRし、その活動を支援します。 
 
②		働きたい女性に対する支援	

ハローワークと連携し、育児や介護などを理由に働きたくても働けない女性の社

会進出を後押しします。また、女性の能力開発、キャリアアップを支援することに

より、女性が希望に応じた多様な働き方を選択でき、持っている個性や能力を発揮

できる地域の実現を目指します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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２０【生活】誰もが住みやすい安心な生活環境の充実	

	 日常生活における迷惑行為を防止し、よりよい生活環境づくりを進めるため、「迷

惑防止条例」を制定し、地域の方々や警察と密接に連携・協力して取り組みます。

また、空き家を「地域資源」と捉え、空き家バンクを有効活用するなど、空き家対

策のさらなる充実を図ります。	

 
【現状】	

	 空き家問題の他、ポイ捨て、騒音、悪臭等の日常生活環境の問題は、自治会や当事

者ではなかなか解決できず、問題が長期化しています。このため、市民がお互いにマ

ナーを守る地域づくりを進める必要があります。また、外国籍の市民の増加により、

文化の違い等から起きるトラブルも発生しています。 
 
【具体的方策】	

① 	迷惑防止条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	

悪臭、騒音、ポイ捨て、糞の不始末など公衆に対する迷惑行為に対応するため、

勧告や命令などの権限をもった「迷惑防止条例」を制定します。危険空き家の撤去

なども含め、必要な行政代執行は着実に実施するとともに、自治会や地域住民と共

に解決に取り組みます。 
 

② 	空き家対策の充実	

空き家を「地域資源」と捉え、空き家バンクを有効活用するなど、空き家対策の

さらなる充実を図ります。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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２１【障がい】ノーマライゼーションの推進	

障がい者等が自信や生きがいを持って社会参加できるよう、農福連携による就労

支援など、働く場の確保を推進します。また、障がい者がスポーツを自主的かつ積

極的に楽しめるように、公のスポーツ施設の利用拡大など、必要なスポーツ環境を

整備しノーマライゼーションを推進します。	

 
【現状】	

	 障がい者（児）が地域で生き生きと生活するためには、就労機会の確保による自立

と社会参加の促進が必要ですが、地域におけるノーマライゼーションの理念に対する

理解の深まりは十分とは言えない状況です。 
 
【具体的方策】	

① 	障がい者の働く場のさらなる確保	
障がい者等が自信や生きがいを持って社会参加できるよう、農福連携による就労

支援など、働く場のさらなる確保を推進します。 
	

② 	障がい者も楽しめるスポーツ環境の整備	

障がい者がスポーツを自主的かつ積極的に楽しめるように、公のスポーツ施設の

利用拡大など、必要なスポーツ環境を整備しノーマライゼーションを推進します。 
	

【スケジュール】	

	 令和４年（2022年）年度までに着手 
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２２【スポーツ】地域密着型プロスポーツチームの誘致	

	 誰もが気軽にスポーツに親しむことができる環境を整え、スポーツを活かしたま

ちづくりを推進するため、「スポーツ振興まちづくり条例」を制定します。また、

陸上競技や球技などの公式大会が開催できるスポーツ施設の整備を進め、プロスポ

ーツチームの誘致と育成を目指します。	

 
【現状】	

	 加治丘陵や狭山丘陵、河川敷など入間市にある魅力的なスポーツ資源が十分に活用

されていません。また、多くの高齢者や子供たちにとって、気軽にスポーツ・レクリ

エーション活動を行う機会や場所が少ないのが現状です。 
 
【具体的方策】	

① 	スポーツ振興まちづくり条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	
誰もが気軽にレクリエーションやスポーツに親しむことができる環境を整え、ス

ポーツをまちづくりに活かすため、「スポーツ振興まちづくり条例」を制定します。

また、市民生活の基礎に「市民皆スポーツ・生涯スポーツ」を据え、みんなの力で

積極的にスポーツのまちづくりを推進します。 
 
② 	公認陸上競技場の整備	
陸上競技や球技などの公式大会が開催できるスポーツ施設の整備を進め、プロス

ポーツチームの誘致と育成を目指します。また、一流選手と地元小中学校の子供達

や高齢者との交流の場を創出することにより、スポーツやレクリエーションの力を

地域に還元していきます。 
 
【スケジュール】	

	 令和４年（2022年）年度までに着手 
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２３【まちづくり】自転車を活用したまちづくり	

	 自転車の安心・安全な利活用を推進し、環境負荷の軽減、多様な交通手段の確保、

市民の健康増進等を図るため、「自転車活用まちづくり条例」を制定し、「自転車活

用推進計画」を策定します。また、民間企業等と連携しサイクリングによる健康づ

くりを推進し、自転車を活用したまちづくりを推進します。	

 
【現状】	

	 自転車は、環境負荷の低い交通手段として見直され、健康志向の高まりを背景に、

利用ニーズも高まっています。しかしその一方で、自転車事故は増加傾向にあります。

自転車の利用を拡大する上で、自転車が安全で快適に通行できる空間の整備や交通安

全の確保等の課題は、いずれも一朝一夕に達成することは容易ではなく、長期的な視

点に立った着実な取り組みが求められます。 
 
【具体的方策】	

① 	自転車活用まちづくり条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	
自転車が安全に走行できる都市環境を整備し、子どもから高齢者までライフスタ

イルに合った自転車の安全な利用を促すとともに、シェアサイクルの活用やサイク

ルスポーツの振興等により自転車を健康的で魅力あるまちづくりに活かすため、「自

転車活用まちづくり条例」を制定します。また、「自転車活用推進計画」を策定し、

自転車の安心・安全な利活用を推進し、環境負荷の軽減、多様な交通手段の確保、

市民の健康増進等を図ります。 
 

② 	サイクリングによる健康づくりの推進	

サイクリングは、ジョギングやランニングに比べて足や膝への負担が少なく、生

活習慣病のリスクを低減する効果があり健康寿命の延伸が期待できるともいわれて

います。健康増進に向けた広報活動の推進や民間企業等と連携を図り、幅広い年齢

を対象としたサイクルクラブの育成等も推進していきます。 
	

【スケジュール】	

	 令和４年（2022年）年度までに着手 
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第６章	 未来への人づくり	
 

２４【子育て】子育てパパ・ママの負担軽減	

	 入間市内の必要な保育ニーズを満たせるよう保育所の民間誘致を進めるととも

に、離れた地域での空き施設も利用できるよう保育ステーションを開設します。ま

た、在宅ワーカーもフルタイム勤務の会社員と同じように預けられる保育環境を整

備するなど、潜在待機児童にも対応した待機児童対策を推進します。 
 
【現状】	

	 少子化で子どもの数が減っているにもかかわらず、地域によっては希望する保育所

に入れない、いわゆる待機児童がまだ多くいるのが現状です。特に共働きなどで送迎

が大変という保護者にとって便利に利用できる保育サービスが必要とされています。 
 
【具体的方策】	

①		潜在待機児童も含めた待機児童対策の推進 
市内でも保育施設の空き状況に偏在があり、地域によっては申込をすることなく

諦めてしまう潜在待機児童も課題となっています。地域偏在をなくし、必要な保育

ニーズを満たせるよう保育所の民間誘致を進めるとともに、離れた地域での空き施

設も利用できるよう保育ステーションを開設するなど、潜在待機児童にも対応した

待機児童対策を推進します。 
 
②		在宅ワーカーも預けられる保育環境の整備	

働き方の多様化が進む現代、在宅ワーカーも増えています。特に、アフターコロ

ナの時代において、子育てと仕事を両立できるような環境づくりを行うため、在宅

ワーカーもフルタイム勤務の会社員と等しく保育園へ入園できる制度を構築します。 
 
【スケジュール】	

	 令和４年（2022年）年度までに着手 
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２５【子育て】元気な“いるまっ子”の遊び場づくり	

	 子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境を整備し、元気で活発な子どもの

成長を支えるとともに、子育て世代から選ばれる地域を目指すため、「子どもの遊び

場づくり条例」を制定します。また、老朽化した遊具の修繕には、企業や市民の協

力を得ながら、子どもたちの主体的な成長を支える遊び場づくりを推進します。	

 
【現状】	

	 子どもが成長していく中で、走る、跳ぶ、投げるなどの身体の基本的な動きや運動

の仕方を身につける大切な時期に、空き地などが減り、室内で遊ぶことが増え、体を

動かす機会が減ったことなどにより、今の子どもたちの体力や運動能力は、昔に比べ、

低下傾向にあると言われています。また、公園の遊具が老朽化し、安全確保のため撤

去される遊具が増えています。 
 
【具体的方策】	

① 	子どもの遊び場づくり条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	
「外遊び」に関する施策を行政と市民等が一体となって推進し、子どもが外での

びのびと遊ぶことができる環境づくりを推進するため、「子どもの遊び場づくり条例」

を制定します。加治丘陵さとやま自然公園を中心に、市内の自然を生かした遊び場

づくりを進めます。 
 
② 	遊具の改修・充実	
市内の都市公園等の遊具を点検し、国の新基準を満たすために補修や更新等が必

要とされた遊具については、安全を確保するため、緊急対策事業で遊具を改修しま

す。また、遊具の新設・更新・修繕については、企業や市民の協力も得ながら進め

ていきます。 
 

【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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２６【教育】GIGA スクール構想の推進	

	 GIGA スクール構想の具現化と最先端 ICT 教育の実現に向けて、「GIGA スクール推

進アドバイザー」を導入し、市立小中学校での教員サポートや、児童生徒に端末の

使用方法等を支援する体制を充実させます。また、校務の効率化及び教育の質の向

上を図るため、校務における ICT 活用を積極的に推進します。	

 
【現状】	

入間市では令和２年（2020 年）度中に児童生徒への１人１台のパソコン（タブレ
ット）を配備する予定ですが、デジタル技術を活用した学習スタイルや教材導入につ

いては、教員や児童生徒へのサポートが必要な状況です。また、校務における ICT
活用も課題となっています。 
 
【具体的方策】	

① 	GIGA スクール推進アドバイザーの導入	

児童生徒に 1人 1台の端末の環境が整備されることに伴い、さらなる GIGAスク
ール構想の具現化と最先端 ICT 教育の実現に向けて、「GIGA スクール推進アドバ
イザー」を導入し、市立小中学校で教員サポートや、児童生徒に端末の使用方法等

を支援する体制を充実させます。また、「EdTech」関連の教材も導入します。 
 

②		校務における ICT 活用の推進	

学校現場の情報を一元管理し、共有・再利用することにより、校務の効率化及び

教育の質の向上を図るため、校務における ICT活用を積極的に推進します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手  
 
※EdTech（エドテック）：教育（Education）とテクノロジー（Technology）を融合
させた造語。学習スタイルや教材にデジタル技術を活用し、従来の教育の仕組みに

変革をもたらすビジネス、サービス全般を指す。 
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２７【教育】世界で活躍する“いるまっ子”の育成	

	 世界の文化や言語に親しむ環境を整備するため、諸外国の都市との友好都市締結

を実現し、小中高校生の短期留学を推進します。また、隣接する米軍横田基地との

連携を図り、交流事業やホームステイなどの機会を設けるなど、グローバル教育を

推進することで、世界で活躍する“いるまっ子”を育成します。	

 
【現状】	

	 日本国内の公立校においては国公私立を問わず、中高生へ向けたグローバル教育の

充実は積極的に行われています。「英語教育の充実」や「交換留学生の受け入れ」「海

外留学制度」などの基本的な取り組みから、「海外ボランティア活動」などといった

先進的な取り組みもあります。米軍横田基地が隣接する入間市においても、その特性

を活かしたグローバル教育の推進が課題となっています。 
 
【具体的方策】	

① 	海外友好都市への小中高校生の短期留学の推進	
アメリカ合衆国をはじめとした諸外国の都市との友好都市締結を実現し、小中高

校生の短期留学を推進することで、若者のより生きた英語を学ぶ機会を創出します。 
 

② 	米軍横田基地との連携・交流の推進	
隣接する米軍横田基地との連携を図り、交流事業やホームステイなどの機会を設

けます。また、在日大使館や領事館との交流も積極的に進めることで、グローバル

教育の機会を増やし、世界で活躍する“いるまっ子”を育成します。 
 
【スケジュール】	

	 令和６年（2024年）年度までに着手 
（新型コロナウイルス感染症の終息状況に応じて実施） 
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２８【SDGs】SDGs を活かしたまちづくり	

	 誰ひとり取り残さず、幸せに暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指し、「SDGs

をまちづくりに活かす条例」を制定します。また、SDGs に関連した取組を展開して

いる市内の企業・大学・法人等を登録し、共に連携して取組を推進する「入間 SDGs

パートナー」制度を創設します。	

 
【現状】	

	 SDGsの取組は、地域活性化や課題解決に効果的であるとされ、多くの自治体が取
組を開始している一方で、具体的な取組方法がわからないといった問題や、一般的な

認知度がまだまだ低い状況にあります。 
 
【具体的方策】	

① 	SDGs をまちづくりに活かす条例の制定（※「第４部	条例宣言」に再掲）	
誰ひとり取り残さず、幸せに暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指し、

「SDGsをまちづくりに活かす条例」を制定します。また、内閣府が選定する「SDGs
未来都市」の採択を目指します。 

 
② 	入間 SDGs パートナー制度の創設	

SDGsに関連した取組を展開されている市内の企業・大学・法人等を「入間 SDGs
パートナー」として登録し、共に SDGsの目標達成・持続可能なまちづくりの実現
を目指していきます。パートナーの企業等の取組は、市ホームページ等で PR する
とともに、ネットワーク形成の機会や、市の普及啓発事業等への参画の機会をつく

ります。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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２９【職員育成】リバースメンター制度による人材育成	

	 デジタル未来都市を推進するためには、全庁一丸となって ICT を活用していく必

要があります。そのため、若手職員が上司に ICT スキルを教える「リバースメンタ

ー制度」を導入します。また、本制度を後押しする取組として、自ら考え行動でき

る職員を育成するため、プロコーチによるコーチング研修を実施します。	

 
【現状】	

	 リバースメンタリングは立場や世代を超え、お互いへの理解を深めるだけでなく、

メンバーの意欲と能力を最大限に引き出すための｢上司力｣を高める有効な手段と注

目されています。 
 
【具体的方策】	

①		リバースメンター制度の導入	

若手職員が上司に ICTスキルを教える「リバースメンター制度」を導入すること
により、全ての職員が ICTスキル・意識を向上させ、デジタル未来都市推進の大き
な原動力となります。 

 
②		コーチングの実施	

リバースメンター制度を後押しする取組みとして、自ら考え行動できる職員を育

成するため、プロコーチによるコーチング研修を実施します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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３０【職員育成】国・県・民間企業等との人材交流の実施	

	 デジタル未来都市の推進等の新たな政策課題への対応や、行政にはないスピード

感や最先端の知識を取り入れるため、入間市と民間企業等との相互派遣の人材交流

を行います。また、様々な行政主体と連携していくため、国・県・他自治体との交

流派遣も積極的に実施します。	

 
【現状】	

地方公共団体では、効率的な組織で迅速に成果をあげることが従前にも増して強く

求められており、このため、人的な資源である職員のさらなる活用や育成のあり方が

重要な課題となっています。 
 
【具体的方策】	

① 	民間企業等との人材交流	
デジタル未来都市の推進等の新たな政策課題に対応するため、入間市職員と民間

企業と相互派遣の人材交流を行います。行政にはないスピード感や最先端の知識を

取り入れることで、入間市職員全体の意識改革にも繋げます。 
 

② 	国・県・他自治体との人材交流	
変化する社会環境や高度化・複雑化する市民ニーズに対し、様々な行政主体と連

携しながら対応できる柔軟な思考を持った人材を育成するため、国・県・他自治体

との交流派遣を積極的に実施します。 
 
【スケジュール】	

	 令和３年（2021年）年度までに着手 
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	 社会が複雑多様化する中で、地域ではいち早く課題が顕在化します。また、地方創

生の時代にあって、特色ある先進的な全市的取組が求められています。	

このような中、国の法律だけで地域の課題を満たすことは困難であることから、

様々な課題に対応するための市条例を制定して、スピード感をもって課題に向き合っ

ていくため、ここに９本の条例制定を宣言します。	

条例制定によって行政が真剣に課題に取り組み、議会とも議論を重ねながら、市民

とともに課題解決に力を合わせていくことができると確信しています。	

	

１	 スポーツ振興まちづくり条例（仮称）	

	 誰もが気軽にレクリエーションやスポーツに親しむことができる環境を整え、

プロスポーツや大会など、スポーツをまちづくりに活かすため、スポーツの振興

を図る条例制定を目指します。また、スポーツのまち都市宣言をおこない、スポ

ーツの日を定めて、市民のスポーツ振興の機運醸成を図ります。 
	

２	 自転車活用まちづくり条例（仮称）	

	 自転車が安全に走行できる都市環境を整備し、子どもから高齢者までライフス

タイルに合った自転車の安全な利用を促すとともに、シェアサイクルの活用やサ

イクルスポーツの振興等により自転車を健康的で魅力あるまちづくりに活かすた

め、条例の制定を目指します。 
	

３	 ケアラー支援条例（仮称）	

	 家族など無償で介護をおこなうケアラーへの支援が求められている中、国によ

る法律制定が遅れており、特に子どもや若者のヤングケアラーに対する支援は緊

急性を要しています。そこで、実態把握をおこない相談体制を確立するとともに、

学校等とも連携をして支援体制を構築するため、条例制定を目指します。 
	

４	 SDGs をまちづくりに活かす条例（仮称）	

	 誰ひとり取り残さない社会を築くため、SDGs 達成に向けた観点を市政に明確
に位置付け、様々な行政計画や活動に反映させることでその理念の浸透を図ると

ともに、官民による SDGｓの具体的取組を促進し、持続可能なまちづくりに取り
組むための条例制定を目指します。 

	第４部	 条例宣言 
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５	 狭山茶主産地のまちづくり条例（仮称）	

	 狭山茶の主産地であることを入間市の誇りとして全国に広く周知を図り、六次

産業化や輸出など狭山茶産業の可能性をさらに広げて茶業の振興を図るため、狭

山茶によるまちづくり条例の制定を目指します。また、狭山茶主産地の日を定め

て、子どもの頃から狭山茶に親しむ習慣を醸成します。 
	

６	 地域ブランド振興条例（仮称）	

	 入間の地域資源を活かした魅力ある特産品を「入間ブランド特産品」として認

定し、広く他の地域に発信して産業の活性化とシティセールスを図るため、地域

ブランドのセレクションや認定事業を定めた条例制定を目指します。 
	

７	 子どもの遊び場づくり条例（仮称）	

	 子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境を整備し、元気で活発な子ども

の成長を支えるとともに、子育て世代から選ばれる地域を目指すため、遊具の整

備や更新を進めるとともに、外遊びに関する施策を行政と市民等が一体となって

推進するための条例制定を目指します。 
	

８	 犯罪被害者支援条例（仮称）	

	 事件や事故の被害者やその家族は、大きな悲しみの中で裁判や行政手続、マス

コミ対応などに追われ、仕事や生活にも影響を及ぼすなど、二次被害を防ぐため

の支援が求められています。ワンストップでの相談体制を構築し、被害者を守る

ための総合的支援を確立するため、条例制定を目指します。 
 
９	 迷惑防止条例（仮称）	

	 悪臭、騒音、ポイ捨て、糞の不始末など公衆に対する迷惑行為に対応するため、

勧告や命令などの権限をもった条例の制定を目指します。危険空き家の撤去など

も含め、必要な行政代執行は着実に実施するとともに、自治会や地域住民と共に

解決に取り組む制度を策定します。 
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	 「全ての答えは現場にあり」の信念のもと、現地現場主義を徹底し、課題や先進事

例の現場のみならず、何気ない日常の現場からも変化や課題をつかみ取り、市政運営

に反映させていきます。	

 

ウィークリー市長現場訪問【行動目標】	120 カ所／４年間	

	 市長自らが様々な課題を把握し、自らの五感でしっかりとその課題の本質を受け止

めるため、市内のあらゆる現場を訪問します。 
 

マンスリー市長学校訪問	 【行動目標】		30 カ所／４年間 

	 市長自らが教育の課題を把握し、社会状況や生活環境等によって変化する教育環境

の変化を感じ取るため、市内の教育施設を訪問します。 
 

市長トップセールス訪問	 【行動目標】		30 回／４年間 

	 市長自らが営業マンとなって各地を飛び回り、企業誘致や官民連携、国家戦略特区

や新事業提案など、入間市の発展と PRのためにトップセールスを実施します。 

	第５部	 行動宣言	
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